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「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」及び 

「（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 

に関するＱ＆Ａの更新（案） 

 

 

個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間でトラブ

ルとなる事例が発生していることから、ガイドラインに関するＱ＆Ａを更新しました。

（更新２問） 

※ 更新箇所は、赤字（追加した部分には下線・削除した部分には取消線）で示していま

す。また、更新理由を併せて記述しています。 

 

【事業者編】 

６：収集・保管制限 

Ｑ６－２ 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類（個人

番号カード、通知カード、身元確認書類等）をコピーして、それを事業所内に保管す

ることはできますか。 

Ａ６－２ 番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり、個人番号カード等の本人確認

書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコ

ピーを保管することはできます。 

ただしなお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要がありま

す。 

なお、個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間

でトラブルとなる事例が発生していることに鑑みると、個人番号の確認の際に、本人確

認書類のコピーの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要とな

った段階で、速やかに廃棄しましょう。（平成 28年４月更新） 

 

（更新理由） 

個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間でトラブ

ルとなる事例が発生しているため、回答を更新しました。 

 

Ｑ６－２－２ 扶養控除等申告書に記載される扶養親族の個人番号については、従業員

が個人番号関係事務実施者として番号法上の本人確認を行うこととされており、事業

者には本人確認義務は課せられていませんが、事業者に番号法上の本人確認義務がな

い場合であっても、書類に正しい番号が記載されているかを確認するために、事業者

が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することはできますか。 
Ａ６－２－２ 個人番号関係事務においては正しい個人番号が取り扱われることが前提で
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すので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、個人番号カード等のコピ

ーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます。 

ただしなお、取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要

があります。（平成 27年８月追加） 

なお、個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間

でトラブルとなる事例が発生していることに鑑みると、個人番号の確認の際に、本人確

認書類のコピーの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要とな

った段階で、速やかに廃棄しましょう。（平成 28年４月更新） 

 

（更新理由） 

個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間でトラブ

ルとなる事例が発生しているため、回答を更新しました。 
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